
■自分自身がまちになる■ 

ほぼ週刊【松村拓也のメールマガジン】第 225号 

こんにちは、松村拓也です。 

E-Mailと Facebookで松村拓也の活動についてほぼ毎週お届けしています。 

名刺交換した方や、突然思い出した方にもお届けしますので、ご迷惑であればお知らせください。 

できれば勤務先でなく、個人のアドレスにお届けしたいので、ご連絡ください。 

ご意見、ご質問大歓迎です。 

・・・・・・・・・・・・・・・ 
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1. ブログから：自分自身がまちになる 

 

自分の土地をまちづくりに役立てたい。 

自分の土地をまちの魅力を担う施設として運営し続けて欲しい。 

土地の所有者からそんな相談を受け、僕は引き受けた。 

それを実現するためには、所有者と共にその実現に取り組み、所有者が死んだ後もそれを引き継いでやり続ける

仲間が必要だ。 

そこで所有者の夢に取り組む仲間たちと共に法人を作り、所有者が「すべての財産をその法人に遺贈（いぞう）

する」という遺言書を書くことで、所有者の死後はその法人が土地の所有権を引き継ぐことにした。 

この方法は、所有者に相続人になる親族がいなければ簡単だが、相続人がいる場合はそう単純にはいかない。 

たとえ所有者がすべての財産を法人に遺贈したくても、相続人には「遺留分（いりゅうぶん）」の権利があるから

だ。 

すべての相続人がこの遺留分の権利を主張せずに協力してくれなければ、法人への遺贈は実現しない。 

つまり、すべての相続人に財産を相続しないことを告げ、理解と協力を得る必要がある。 

・ 

ここで一番大事なことは、所有者や相続人でなく僕自身の気持ちだ。 

提案を受ける人にとってまず必要なことは、提案者がどうしたいのか、どうなることを望んでいるかだと思う。 

だから僕は「相続人には遺留分を諦めてもらうだけでなく、法人に参加して所有者の願いの実現に協力して欲し

い」と、自分の願いをはっきり言う。 

つまり、僕の願いは「所有者の願いを叶えること」であり、それは所有者を代弁しているに過ぎないことだ。 

だから、これに対して異を唱える相続人は、所有者の願いより自分の取り分が大切ということになる。 

ここから先の議論には、僕は関わるつもりはない。 

・ 



親が死んだ後のことは、親子でじっくり話して欲しい。 

所詮相続争いとは、親の生前にこういう議論をしないからだと僕は思う。 

もちろんその原因は、所有者の側にある。 

自分の財産を使って何を成し遂げたいのか、ほとんどの人が自分の夢をきちんと描いていない。 

財産は、何かを実現するための資源のはずなのに、実現したい夢が無ければただのゴミになるどころか、争いの

種になるだけだ。 

その議論を促すために、僕はこの遺贈に条件を付ける。 

すべての相続人の同意が無ければ、法人はこの遺贈を放棄する。 

夢を叶えるということは、損得や善悪の問題ではない。 

だから決して多数決でなく、全員一致でなければ意味がない。 

・ 

先日開催した地主の学校②で、土地の所有権移転登記に関連して、承継について次のように解説した。 

「所有権移転をもたらす承継には、一般承継と特定承継の 2種類がある。一般承継とは、前所有者の有する権利・

義務の一切を承継することで、自然人については相続が、法人については合併があてはまる。特定承継とは、前

所有者の有する権利・義務のうち一定部分を承継することで、売買が典型例である。」 

ここで言う「相続と売買」の比較が面白い。 

相続はすべてを引き継ぐことに対し、売買は一部を引き継ぐこと。 

つまり、売買は都合の良い部分だけを引き継いで、それ以外の手切れ金としてお金を払うわけだ。 

所有者の願いをかなえるためには、引き継ぐ側の都合でなく、まずはすべてを引き継ぐ必要がある。 

だからこそ、売買でなく相続に準じた「遺贈」という手段を僕は選んだ。 

・ 

今日は突然、遺贈や遺言書の話をお聞かせして、びっくりされたかも。 

実は来月、ある土地所有者の親族会議で「遺言書説明会」を開催することになったので、今の僕は「遺言書づく

り」の真っ最中だ。 

という訳で、「地主の学校」と「土地遺贈スキームの構築」が同時進行中で、話が錯綜することを許して欲しい。 

でも、これらの議論は、すべてが未来につながっている。 

「まちづくり」や、「むらの魅力づくり」の行き着く先は、自分たちの土地や活動が「まちやむらになること」だ。 

そして、ここで言う「まちやむら」とは「地域」のこと。 

次回、地主の学校③は、「地主の地は、地域の地」というテーマで開催するので、続きを聞きたい人は来て欲し

い。 

（日時：2019年 8月 31日(土) 10-12時、場所：笑恵館 東京都世田谷区砧 6-27-19） 

 

http://nanoni.co.jp/20190825/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

2. 今週のトピックス：写真と暮らし研究所１周年 海のミーティング 

 

僕がサポートする「写真と暮らし研究所」の 1周年を記念して、 

鎌倉の材木座海岸でミーティングイベントを開催します。 

今夏最後の海遊びも兼ねて、興味のある方お越しください。 

 



 

日時 8/31土曜日 16:00〜19:00 

場所 材木座海岸 一品香 

参加方法 予約制なので、下記までメッセージください 

https://www.facebook.com/shashintokurashi/ 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

3. 今後の予定：今週・来週以降 

 

凡例 ○面談歓迎：来て下さればあなたの面談を優先。 

   ◎呼出歓迎：あなたのお誘いを優先、訪問可能。 

   ●同行可能：僕の訪問先にお連れします。 

   ★参加可能：あなたも参加可能なイベント。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（月）08/26 〇14-18時 面談可（笑恵館） 

（火）08/27 〇16-19時 面談可（三軒茶屋） 

（水）08/28 ◎作業日 終日面談可（青葉台） 

（木）08/29 〇13-17時 面談可（笑恵館） 

（金）08/30 〇10-18時 面談可（青葉台） 

（土）08/31 〇10-14時 面談可（笑恵館） 

10-14時 ★地主の学校③、まつむら塾（笑恵館） 

16-19時 ★写真と暮らし研究所１周年 海のミーティング（鎌倉） 

（日）09/01 ◎休業日・終日面談可（青葉台） 

 

■その後のイベント 

09/07 ★地主の学校④・まつむら塾（笑恵館） 

09/12 ★日本土地資源協会経営会議（笑恵館） 

09/12 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

09/13 ★カプラー起業交流会（三茶） 

09/14 ★地主の学校⑤・まつむら塾（笑恵館） 

09/19 ★なるほどデイ・持ち寄り食事会（笑恵館） 

09/21 ★地主の学校⑥・まつむら塾（笑恵館） 

09/22 ★名栗の森オーナーシップクラブ９月例会（名栗） 

09/26 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

09/28 ★地主の学校⑦・まつむら塾（笑恵館） 

 

松村の予定はこちらで随時公開しています。 

http://nanoni.co.jp/schedule 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 



4. アクセスポイント：問い合わせ先 

 

松村拓也 

メール takuya@nanoni.co.jp 

携 帯 090-9830-3669 

自 宅 株式会社 なのに(平社員) 

〒226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘 3-15-1 

http://nanoni.co.jp/ 

職 場 一般社団法人 日本土地資源協会(代表理事) 

http://land-resource.org/ 

笑恵館 〒157-0073 東京都世田谷区砧 6-27-19 

http://shokeikan.com/ 

メール配信をご希望の方はこちら 

http://land-resource.us10.list-manage.com/subscribe… 

フェイスブックグループはこちら 

https://www.facebook.com/groups/atamanonaka/ 


